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はじめに 
AIの進化を受けて、近年、リスキリングやキャリアアッ

プへの関心が高まっていると言われています。中でも資

格取得支援制度の整備は採用力・定着力の向上に効果的

な経営課題のひとつでしょう。 

以下、資格取得支援制度の代表的な設計方法として「①

費用の直接負担方式」と「②無利子貸付・段階的返済免

除方式」を対比しながら、それぞれのメリット・留意点

を解説します。 

 

費用を直接負担する方式（支給型） 
会社が受験料・教材費・講習受講料などを全額（または

一部）負担し、社員に支給する方法です。合格した場合

に一時金（合格報奨金）を支給するケースや、資格保有

者への毎月の資格手当を付与する形もこれに含まれま

す。 

 

【求人上のアピール力：◎】 

「資格取得費用を全額会社が負担」という求人表記は、

求職者に対して高い訴求力を持ちます。社員にとっては

金銭的リスクがゼロで自己成長に投資できるため、成長

意欲の高い優秀な人材の獲得・定着に有利に働きます。 

 

【留意点・リスク】 

最大の課題は「取るだけ取ってすぐ辞める」リスクです。

労働基準法第16条は退職を条件とした違約金・損害賠

償の予定を禁止しており、「○年以内に退職したら費用

を返還せよ」という条件を費用負担とセットで設定する

と、同条違反として無効になる可能性が高いです。支給

した費用の回収手段が法的に制限される点を十分理解

した上で導入する必要があります。 

 

無利子貸付・ 
段階的返済免除方式（貸付型） 

会社が資格取得費用を社員に「無利子貸し付け」（金銭

消費貸借契約）、一定期間の勤続を条件として段階的に

返済を免除していく方法です。たとえば「1 年勤続で

30%免除、2年で60%免除、3年で全額免除」といっ

た設計が典型例です。 

 

労基法 16 条は「賠償予定の禁止」を定めていますが、

本方式は貸付金の返還を求めるものであり、退職を罰す

る構造とは異なるため、適切に設計すれば合法とされて

います。 

 

【求人上のアピール力：△】 

「費用を立て替えてもらう」という構造上、直接負担方

式と比べると求職者へのアピール力は劣ります。「会社

への借金を抱えながら働く」「辞めにくい」という心理

的プレッシャーを与えるため、丁寧な説明が必要です。 

 

【メリット：早期離職リスクの予防】 

最大の利点は、「取得後すぐ退職」という事態を法的に

予防できる点です。勤続年数に応じた段階的免除を設け

ることで、社員は一定期間在籍するインセンティブを持

ちつつ、退職の自由も確保されます（免除前に退職する

場合は残債を返済）。 

 

導入にあたって 
資格取得支援制度は、求職者・在籍社員双方のキャリア

アップ意識が高まる現代において、採用・定着の両面で

効果的な福利厚生です。「アピール力を最大化したい」

なら支給型、「費用保護と早期離職予防を両立したい」

なら貸付型、という使い分けが基本となります。 

 

また両者を組み合わせ、少額資格は支給型・高額資格は

貸付型とするハイブリッド設計も有効な選択肢です。資

格取得支援制度設計についてのご相談は当事務所まで

お寄せください。 

資格取得支援制度の 

設計方法 

AI の進化に伴うリスキリング・キャリアア

ップへのニーズに対応するため、資格取得支

援制度の整備が注目されています。 


